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中国前渡金に関する調査報告書受領のお知らせ 
 

当社（共同ＰＲ）が、平成 24 年２月７日付「第三者調査委員会による調査報告書受領の

お知らせ」で発表いたしました「調査報告書」において、第三者調査委員会から、共同拓

信公関顧問（上海）有限公司（以下「共同拓信」という。）がＫＳ氏に支払った前渡金 2,000,000

人民元（当時の為替レートで約 30,000,000 円相当額。以下「本件中国前渡金」という。）

について、当時の経営判断として合理性が認められるか否かについても検討する必要があ

るとの指摘を受けておりました。 

当社は、調査報告書での指摘に基づき会計処理の変更を行うとともに、本件中国前渡金

の支払いに関して、当時の経営判断の合理性について究明するため、第三者調査委員会の

委員を務めた弁護士及び公認会計士に対して別途新たに調査を依頼しておりました。 

本日、調査報告書（別添）を受領いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．調査を委託した弁護士及び公認会計士 

 

 中原 健夫（弁護士 弁護士法人ほくと総合法律事務所） 

 福田 修三（弁護士 弁護士法人ほくと総合法律事務所） 

 北澤 繁 （公認会計士・税理士 北澤公認会計士事務所） 

 高橋 康平（弁護士 弁護士法人ほくと総合法律事務所） 

 

 

２．報告書の概要 

 

 ① 大橋元社長について 

大橋元社長は、上海万博に関する日本でのＰＲ業務（以下「本件ＰＲ業務」という。）

を受注したいとの強い気持ちを持っていたところ、ＫＳ氏の人脈を見せられ、ＫＳ氏

の協力を得ることができれば、本件ＰＲ業務を受注でき、共同ＰＲ及び共同拓信の利

益になると考えて、ＫＳ氏に対して本件中国前渡金を支払うと判断したことが認めら

れる。 

   しかし、大橋元社長は、本件中国前渡金を支払うことを決断した当時、 

ｱ． 本件中国前渡金の使途の説明を受け、ＫＳ氏が違法な使途に費消する目的であ

ったこと（※）を認識していたこと、又は、少なくとも認識し得たし、認識すべ

きであったこと 

会 社 名 共同ピーアール株式会社 

代表者名  代表取締役社長 上村 巍 

  （ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：２４３６） 

問合せ先 経営企画室 室長 伊藤 誠 

（ＴＥＬ ０３－３５７１－５１７２） 



  ｲ． 本件ＰＲ業務の規模についての十分な検討や上海万博に関する日本でのＰＲニ

ーズがあるか否かについて十分な情報収集を行わなかったこと 

    ｳ． 共同拓信が本件ＰＲ業務を受注できなかった場合には、ＫＳ氏から本件中国前

渡金の返還を受けられる旨が定められていたが、ＫＳ氏の資力等について調査を

せず、保全措置もとっていないこと 

    ｴ． ＫＳ氏が本件ＰＲ業務の受注に向けて、いかなる業務を遂行していたか、不明

であると言わざるを得ないこと 

などを考慮し、解明できていない事実関係が残るとはいえ、本件中国前渡金の支払い

に関する経営判断について著しく不合理なものであったと判断される可能性があるも

のと考えられる、と結論付けております。 

 

※ 実際に違法な使途に費消されたか否かは不明であり、法令違反行為を認定するも

のではないとされている。 

 

 

 ② 大橋元社長を除く当時の共同ＰＲの取締役について 

 

   本件中国前渡金を支払うことを目的とした共同拓信による銀行借入れにつき、共同

ＰＲとして連帯保証を行う旨（以下「本件連帯保証」という。）の取締役会決議に賛

成した取締役（５名）は、 

ｱ． 中国関係を担当していた大橋元社長から、本件ＰＲ業務を受注できる可能性が

高いとの説明を受けたこと 

 ｲ． 大橋元社長が認識していた本件中国前渡金の具体的な使途について説明を受け

ていなかったこと 

   ｳ． 中国の国家イベントに関連する本件ＰＲ業務の受注には中国人のコネクション

を活用する必要性が高く、そのためにはある程度高額な資金が必要になると考え

たことは不合理であるとは言えないこと 

  ｴ． 当時、本件ＰＲ業務を受注できる可能性のあるルートは他になく、本件を否決

することは本件ＰＲ業務を受注するチャンスを潰す結果となってしまうこと  

などを考慮し、本件連帯保証を行うとの経営判断について著しく不合理なものであっ

たと判断される可能性は低いものと考えられる、と結論付けております。 

 

 ③ その他 

   本件中国前渡金については、第三者調査委員会の「調査報告書」でも、支出時点に

て費用計上することが妥当な処理である、とされているところ、本調査においても「調

査報告書」の認定を覆すものとはならず、平成 19 年８月 31 日に支出した時点におい

て費用計上することは、妥当な会計処理と考えられる、と結論付けております。 

 

なお、当社では、第三者調査委員会の「調査報告書」の指摘に基づき会計処理の変更を

行い、本日、過年度決算修正に関する適時開示をする予定です。 

 

 

以上 
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